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四国地区土地政策推進連携協議会 第８回総会

次 第

日 時：令和５年６月５日（月） １４：００～

方 法：Web会議

議案（１） 規約の改正について ・・・・・・・ P１

議案（２） 令和５年度活動方針（案）について ・・・・・・・ P７

議案（３） 情報共有等 ・・・・・・・ P１５

１．令和４年度活動報告について

２．地方分権提案への対応について

３．所有者不明土地を円滑に利用するための裁定申請マニュアルについて



議案（１） 規約の改正について＜別紙１＞ 

 
 四国地方整備局の組織変更により、規約第７条第４項の幹事会座長を「用地調整

官」から「用地補償・土地調整管理官」へ改正する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1-



四国地区土地政策推進連携協議会規約

（名称）

第１条 本会は、四国地区土地政策推進連携協議会と称する。

（目的）

第２条 本会は、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成３０年法律第

４９号（令和４年４月２７日改定）。以下「所有者不明土地法」という。）」の適正かつ円滑な施行

を図るとともに、地方公共団体が行う用地業務、地籍調査等の土地政策を推進するため、関

係する行政機関及び団体が連携することにより、もって当該業務の円滑な遂行に寄与するこ

とを目的とする。

（活動）

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

一 所有者不明土地法の施行に関する情報共有及び支援

二 前号に掲げるもののほか、所有者不明土地問題の解決に関する情報共有及び支援

三 地方公共団体等の用地業務、地籍調査等の円滑な遂行のための情報共有及び支援

四 その他土地政策の円滑な遂行のための情報共有及び支援

五 前各号に関する相談体制（ネットワーク）の構築、相談窓口の設置

（構成員等）

第４条 本会は、別表１に掲げる会員及び協力会員（以下、「構成員」という。）並びに準会員を

もって構成する。

２ 協力会員は、本会の求めに応じて、専門的知見をもって助言等を行う者とする。

３ 準会員は、総会で参加を認められた者とする。

（会長）

第５条 会長は、国土交通省四国地方整備局長をもってこれに充てる。

２ 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

３ 会長に事故等があり職務を遂行することができないときは、あらかじめ会長の指名する者が

職務を代行する。

（総会）

第６条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、構成員をもって構成する。

２ 通常総会は、原則として毎年１回会長の定める時期に開催する。

３ 臨時総会は、会長が必要と認めるときに開催する。

４ 会長が必要と認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。

５ 総会は、必要に応じて書面により開催することができる。

６ 総会は、次の各号に掲げる事項を決定する。

一 本規約の改正

別紙１

（案）
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二 構成員等の加入・退会

三 幹事会から提出された議案

四 その他重要な事項

（幹事会）

第７条 総会の下に幹事会を置く。

２ 幹事会は、別表２に掲げる者をもって構成し、必要に応じて会長が開催する。

３ 会長が必要と認めるときは、幹事以外の者に出席を求めることができる。

４ 幹事会は、四国地方整備局用地部用地調整官用地補償・土地調整管理官が座長として主

宰する。

５ 幹事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

一 本会の活動内容の調整及び執行に関する事項

二 総会に提出する議案に関する事項

三 総会が幹事会に委任した事項

四 前各号に掲げるもののほか、会務の執行に関する事項

（分科会・作業部会）

第８条 本会は、第３条に掲げる事項に関する事務を行うための分科会又は作業部会を設ける

ことができる。

（事務局）

第９条 協議会の事務局は、四国地方整備局用地部用地企画課に置く。

２ 事務局は本会運営のための事務を行う。

（その他）

第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定

める。

附 則

この規約は、平成３１年２月７日から施行する。

附 則

この規約は、令和４年５月１８日から施行する。

附 則

この規約は、令和４年８月５日から施行する。

附 則

この規約は、令和５年６月５日から施行する。

別紙１
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別紙１

別表１（第４条第１項関係）

四国地区土地政策推進連携協議会 構成員等名簿

一．会員

国の機関

機関名 摘要

国土交通省

法務省

財務省

農林水産省

県の機関

機関名 摘要

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

二．協力会員

団体名 摘要

四国弁護士会連合会

日本司法書士会連合会四国ブロック会

日本土地家屋調査士会連合会 四国ブロック協議会

四国不動産鑑定士協会連合会

一般社団法人日本補償コンサルタント協会 四国支部

日本行政書士会連合会 四国地方協議会

公益社団法人徳島県宅地建物取引業協会

公益社団法人香川県宅地建物取引業協会

公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会

公益社団法人高知県宅地建物取引業協会

公益社団法人全日本不動産協会徳島県本部

公益社団法人全日本不動産協会香川県本部

公益社団法人全日本不動産協会愛媛県本部

公益社団法人全日本不動産協会高知県本部
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別紙１

三．準会員

国の機関

機関名 摘要

林野庁

市町村

徳 島 県

徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市

阿波市 美馬市 三好市 勝浦町 上勝町

佐那河内村 石井町 神山町 那賀町 牟岐町

美波町 海陽町 松茂町 北島町 藍住町

板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町

香 川 県

高松市 丸亀市 坂出市 善通寺市 観音寺市

さぬき市 東かがわ市 三豊市 土庄町 小豆島町

三木町 直島町 宇多津町 綾川町 琴平町

多度津町 まんのう町

愛 媛 県

松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市

西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市

東温市 上島町 久万高原町 松前町 砥部町

内子町 伊方町 松野町 鬼北町 愛南町

高 知 県

高知市 室戸市 安芸市 南国市 土佐市

須崎市 宿毛市 土佐清水市 四万十市 香南市

香美市 東洋町 奈半利町 田野町 安田町

北川村 馬路村 芸西村 本山町 大豊町

土佐町 大川村 いの町 仁淀川町 中土佐町

佐川町 越知町 檮原町 日高村 津野町

四万十町 大月町 三原村 黒潮町
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別紙１

別表２（第７条第２項関係）

四国地区土地政策推進連携協議会 幹事会名簿

機関名 担当部局 摘要

国土交通省 四国地方整備局用地部

建政部

法務省 高松法務局民事行政部

財務省 四国財務局管財部

農林水産省 中国四国農政局 経営・事業支援部

徳島県 県土整備部、農林水産部

香川県 土木部、環境森林部、農政水産部

愛媛県 土木部

高知県 土木部
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議案（２） 令和５年度活動方針（案）について 

 

 四国地区土地政策推進連携協議会の令和５年度の活動方針（案）については、以

下のとおりである。 
 

１．「よろず相談会」について 

〇概要 
 各市町村の担当者向けに、用地業務に関する相談を受け付ける相談会を

開催する。昨年度と同様に、協議会側からは整備局（各事務所の用地対策

官）及び各県担当による対応を予定している。 
 また、昨年度に引き続き、協力会員である（一社）日本補償コンサルタ

ント協会四国支部も同席予定である。 
  詳細な実施要領については、今後の調整事項とする。 
 
〇時期 
 本年９月～１０月頃に、各県をブロック（別紙２）に分けて実施予定。

（詳細は各県と別途調整し決定予定） 
 
〇会場 
 整備局事務所又は県の出先機関事務所の会議室を予定（会場費用が発生

しない方法で調整を行う）。市町村の希望によっては Web 開催も可とする。 
 

 

２．講演会について 
  〇概要 
   所有者不明土地問題等に関して学識経験者又は実務担当者等による講

演会を予定している。 
   日程及び内容については、令和４年度に実施したアンケート結果（別紙

３）、各方面の要望及び今後予定されている施策の検討状況等を踏まえて

決定することとする。 
   なお、協力会員の有する専門的知識についての講演が必要となった場合

については、必要に応じて協力会員へ講師派遣等の協力をお願いする。 
 

〇時期 
   本年８月、１１月頃実施予定としているが、回数及び日程の詳細につい

ては今後の調整事項とする。 
 

〇方法 
   Web 配信方式にて実施予定。 
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３．講習会について 

〇概要 
所有者不明土地問題や用地取得に関する講習会の開催を予定している。

内容については、令和４年度に実施したアンケート結果（別紙３）及び各

方面の要望を踏まえて決定することとする。なお、協力会員の有する専門

的知識についての講義が必要となった場合については、協力会員へ講師派

遣等の協力をお願いする。 
 

〇時期 
本年９月～１１月頃実施予定。各県の用地対策連絡（協議）会が主催す

る研修会との同時期開催等を含めて、詳細な日程については今後の調整事

項とする。現時点の状況は以下のとおり。 
 

＜徳島県＞ 
日時 場所 県用対との関係 
１０月下旬 未定（県で選定） 単独開催を希望 
講義時間 講 義 内 容 
半日程度 講義内容については今後調整 

＜香川県＞ 
日時 場所 県用対との関係 
９月以降 未定（県で選定） 同時開催を希望 
講義時間 講 義 内 容 
半日程度 講義内容については今後調整 

＜愛媛県＞ 
日時 場所 県用対との関係 
９月 未定（県で選定） 同時開催を希望 
講義時間 講 義 内 容 
半日程度 講義内容については今後調整 

＜高知県＞ 
日時 場所 県用対との関係 

１０月下旬～１１月上旬 未定（県で選定） 同時開催を希望 
講義時間 講 義 内 容 
半日程度 講義内容については今後調整 

 
  〇会場 
   各県の用地対策連絡（協議）会が主催する研修会の場等を活用すること

とする。 
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４．相談体制の充実 

よろず相談会以外でも随時事務局にて相談を受け付ける。市町村から別紙

４「相談連絡票」をメールにて事務局へ提出してもらい、内容に応じて協力

会員へも協力を仰ぎながら対応する。 
 
※連携協議会 HP（相談連絡票、メール送信先掲載） 
 https://www.skr.mlit.go.jp/youti/tochiseisaku/toiawase/index.html 

 
【参考】 
（相談～助言等、共有の流れ） 
・市町村から連携協議会事務局への相談は、相談連絡票（別紙４）のメール

送付にて行う。 
・相談連絡票が届いた段階で事務局にて内容を確認し、相談内容に応じて専 

   門的知見を有する協力会員を選定、対応を依頼する。 
①事務局が選定した協力会員（窓口）に対して、市町村から提出のあった相

談連絡票を送付し、助言等の対応が可能か確認する。 
②協力会員による助言等の対応が可能な場合、市町村に対して事務局にて選

定した協力会員（窓口）を紹介し、市町村から直接協力会員（窓口）へ連

絡・助言を求めることを連絡する。 
③市町村から協力会員へ連絡し、助言を求める。 
④協力会員は市町村に対して専門的知見により助言等を実施する。 
⑤協力会員は、助言等の内容について相談連絡票の「対応内容」欄に記載し、

事務局へメールにて報告する。 
・事務局は、相談案件に対する対応結果（個人情報等は除く。）について、

連携協議会ＨＰに掲載することで情報共有を実施する。 
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５．各種会議の開催予定 

 

   【第８回総会】 

     日   付    令和５年６月５日（月） 

      方   法    Web 会議 

       議  事    (1) 規約の改正について 

                  (2) 令和５年度活動方針（案）について 

(3) 情報共有等 

 

 

   【幹事会】 

    ＜第１回＞ 

     日   付    令和５年４月２１日（金） 

      方   法    Web 会議 

       議  事    (1) 第８回総会における議案について 

                  (2) その他 

 

 

    ＜第２回＞ 

     日   付    令和６年２月頃 

      方   法    Web 会議 

       議  事    (1) 令和５年度の活動報告について 

(2) 令和６年度活動方針（案）について 

                  (3) その他 

 

 

※年間活動計画のイメージは別紙５のとおり 
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よろず相談会
ブロック分け図(案)

香川県

徳島県
（南部）

徳島県
（西部）

徳島県
（中央）

愛媛県
（東予）

愛媛県
（中予）

愛媛県
（南予）

高知県
（西部）

高知県
（東部）

高知県
（中央）

別紙２
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令和４年度講演会・講習会におけるアンケート結果

１．⼟地政策推進連携協議会における講演会で聞いてみたいと思うテーマ

２．⼟地政策推進連携協議会における講習会で受講したい講義内容

別紙３

最近の⼟地政策の動き
14%

所有者不明⼟地
法の改正

20%

⺠法・不動産登記の
改正
22%

まちづくりや防災と
不明⼟地

5%

所有者不明⼟地対応
の先進事例

30%

地域福利増進事業の活⽤⽅
法等
2%

空地等の活⽤事例
（ランドバンク等）

3%

所有者不明⼟地と関
係⼠業団体の役割

4%

⼟地所有者等の探索
⽅法
14%

空き家対策
3%

地籍整備について
6%

事業認定、⼟地収⽤
事務
8%

⽤地業務の委託⽅
法、内容

8%

⼟地の評価額、使
⽤料の算定⽅法

8%

不動産登記関連
14%

物件の補償額の算定
⽅法
9%

地域福利増進事業の
活⽤事例等

2%

地域福利増進事業、
収⽤特例の裁定⼿続

に関する事務
1%

⻑期相続登記等未了
⼟地の解消⽅法

16%

相続登記促進のため
の諸制度

11%

回答者数：
143⼈

回答者数：
143⼈
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【機密性２情報】

年 月 日

市 町 村 課室名 係名

mail

相 談 内 容

※「個人情報」については記載しないでください。（添付書類含む）
※相談にあたっては、必要に応じ補足資料等を添付していただいて構いません。

相談連絡票

相
談
機
関
等

市町村名

（相談者）

電話

氏名

特　記　事　項

対　　応　　内　　容

回答者

内
　
　
容
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 別紙４



四国地区土地政策推進連携協議会　令和５年度活動計画(案） 別紙５

行事等 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

　総会(回数は通算)
第８回
総会

(Web会議）

　幹事会(回数は年度)
第１回
幹事会
(Web会議）

第２回
幹事会
(Web会議）

＜活動メニュー＞

①よろず相談会 開催予定 開催予定

②講演会
講演会

開催予定
講演会

開催予定

③講習会 開催予定 開催予定 開催予定

※新型コロナ感染症拡大防止対策の状況等により、Web開催としていますが状況により変更となることがあります。

Ｒ５活動方針（案）説明

（参考）Ｒ４活動結果の再共有

Ｒ５活動結果のとりまとめ・報告

Ｒ６活動方針（案）説明

４県との日程調整等により決定予定

２回を予定

４県との日程調整等により決定予定

-
1
4
-



議案（３） 情報提供等 

 

１．令和４年度活動報告について 

       四国地区土地政策推進連携協議会の令和４年度の活動を、以下のとおり行

った。 
       なお、令和４年度第１回幹事会において活動計画について承認を得ていた

が、新型コロナウイルス感染症の影響により計画変更を余儀なくされた。 

 

 

①協議会に関する説明について 

徳島県及び香川県の用地対策連絡（協議）会総会に合わせて、法務局施策

の情報提供及び四国地区土地政策推進連携協議会の概要等について、市町村

の担当者に説明を行った。 
愛媛県及び高知県については用対連総会がメール会議となったため、本内

容については Web（Microsoft Teams）により説明を行った。（松山地方法

務局の説明のみ別開催） 

 

○開催概要 

＜徳島県＞ 

 日  時  令和４年５月２０日（金） 

 場  所  あわぎんホール（徳島市） 
 出 席 者  ２４市町村 

 説 明 者  四国地方整備局用地部用地企画課課長、徳島地方法務局１名 
       ※四国地方整備局からの説明は Web（Microsoft Teams）に 

より愛媛県及び高知県への説明と併せて実施 
 
＜香川県＞ 

 日  時  令和４年５月２０日（金） 

 場  所  香川産業頭脳化センター（高松市） 

 出 席 者  １７市町村 

 説 明 者  四国地方整備局用地部用地企画課課長補佐、高松法務局 
       統括登記官 
 
 

 

②よろず相談会について 

市町村の所有者不明土地法担当者及び用地事務担当者を対象として、用地

業務に関する相談を受け付ける相談会を開催した。 
 

○開催概要 

日    程  令和４年９月１２日（月）から令和４年１０月２０日（木）

のうち ９日間 

場  所  四国地方整備局出先事務所又は各県庁若しくは各県の 
出先事務所 
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相 談 員  四国地方整備局出先事務所及び四国各県の用地担当者 
       （一社）日本補償コンサルタント協会四国支部担当者 
        

相 談 者  四国管内の市町村の所有者不明土地担当者、用地事務 
担当者等  １０市町村 

 

 

相談概要  「所有者不明土地の処理に関すること」、「補償内容に関す

ること」等の３２件の相談があり、相談員のこれまでの経験

や知識に基づいて、問題の解決に向けた助言を行った。 
※相談内容は、別紙６「よろず相談会での相談事例」を参照。 

 
徳島県におけるよろず相談会の様子 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 
 

 

 

高知県におけるよろず相談会の様子 
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③講演会について 

  以下のとおり、所有者不明土地問題に関する講演会を開催した。 

 

＜第１回＞ 
 日  時  令和４年６月２日（木）１３：３０～１５：００ 
 方  法  Web 配信 
 講演概要  ①所有者不明土地対策の推進 
       ②地籍調査について 
       ③低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置に 

ついて 
 出 席 者  ４２６名（ 
 
＜第２回＞ 

 日  時  令和４年１１月２１日（月）～１２月１６日（金）のうち 
６日間 ※本省説明会（自治体向け、士業団体向け）を代用 

 方  法  Web 配信 
 講演概要 （自治体向け） 

①所有者不明土地法の改正概要及び支援措置について 

②所有者不明土地の利用の円滑化のための制度について 

③所有者不明土地の適正な管理及び推進体制の強化のための 

制度について 

（士業団体向け） 

①所有者不明土地法の改正概要について 

②支援措置について  

③士業等の専門家による取組 

④民法等一部改正・相続土地国庫帰属法の概要について 

 出 席 者  ２０４名 
 

 

④講習会について 

  以下のとおり、所有者不明土地問題等に関する講習会を開催した。 
 

＜愛媛県＞ 

 日  時  令和４年９月２７日（火） 

 場  所  にぎたつ会館（松山市） 

講義概要  ①長期相続登記等未了土地の解消、相続登記促進のための 
諸制度等について 

      ②権利者探索について 
講  師   ①松山地方法務局不動産登記部門統括登記官 紅谷 泰子 

        ②愛媛県司法書士会 末光 祐一 
 出 席 者  ４４名（うち、１０市町村、１７名） 
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＜徳島県＞ 

 日  時  令和４年１０月２４日（月） 
  場  所  徳島県職員会館（徳島市）   

講義概要  ①長期相続登記等未了土地の解消、相続登記促進のための 
諸制度等について 

      ②権利者探索について 
 講  師   ①徳島地方法務局不動産登記部門統括登記官 曽根 雅徳 
       ②徳島県司法書士会 小川 浩司 
 出 席 者  １４名 
（うち、９市町、２２名） 

＜高知県＞ 

 日  時  令和４年１０月２８日（金） 

 場  所  高知県立県民文化ホール（高知市） 

講義概要  ①長期相続登記等未了土地の解消、相続登記促進のための 
諸制度等について 

      ②権利者探索について 
 講  師  ①高知地方法務局不動産登記部門統括登記官 濱田 裕美 
       ②高知県司法書士会 大石 崇之 
 出 席 者  ７６名（うち、７市町、１２名） 

 

＜香川県＞ 

 日  時  令和４年１１月１１日（金） 

 場  所  Web 配信 

講義概要  ①長期相続登記等未了土地の解消、相続登記促進のための 
諸制度等について 

      ②権利者探索について 
 講  師   ①高松法務局不動産登記部門統括登記官 大久保 貴裕 
       ②香川県司法書士会 岩野 哲 
 出 席 者  ８５名（うち、１１市町村、２８名） 
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⑤各種会議の開催結果 

 

   【第５回総会（臨時）】 

     日   付    令和４年５月１８日（水） 

      方   法    Web 会議 

       議  事    (1)協議会の名称変更について 

                  (2)規約の改正について 

      参 加 者    会長代行、会員、協力会員 

 

 

   【第６回総会（臨時）】 

     日   付    令和４年８月５日（金） 

      方   法    書面会議 

       議  事    (1)組織拡充に関する規約改正について 

                  (2)情報提供等 

      参 加 者    会長代行、会員、協力会員 

 

 

   【第７回総会】 

     日   付    令和５年２月２０日（月） 

      方   法    Web 会議 

       議  事    (1)令和４年度活動報告について 

                  (2)定例総会の開催時期について 

                  (3)相談体制の充実について 

                  (4)情報提供等 

      参 加 者    会長代行、会員、協力会員 

 

 

    【幹事会】 

      ＜第 1 回＞ 

       日  付  令和４年４月２２日（金） 

        方   法   Web 会議   

        議  事    (1)年間活動計画（案）について 

                   (２)令和４年度の活動計画（案）について 

(３)事務分担（案）について 

(４)情報提供等 

        参 加 者   座長、会員、事務局 
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   ＜第 2 回＞ 

     日  付  令和４年７月２５日（月） 

        方   法   Web 会議   

        議  事    (1)第６回総会資料について 

                   (2)情報提供等 

        参 加 者   座長、会員、事務局 

 

 

   ＜第 3 回＞ 

     日  付  令和５年１月３１日（火） 

        方   法   Web 会議   

        議  事    (1)第７回総会資料について 

                   (2)その他 

        参 加 者   座長、会員、事務局 

 

 

２．地方分権提案への対応について 
    所有者不明土地に関連した下記地方分権提案への対応は別紙７のとおり。 

・所有者不明土地法等に基づく事務について、住民基本台帳ネットワー

クシステムの利用を可能に 
・戸籍証明書等の広域交付について、公用請求を行う市町村による利用

を可能に 

 

 

３．所有者不明土地を円滑に利用するための裁定申請マニュアルについて 
    地域福利増進事業及び収用特例における裁定申請手続きをまとめた「所有

者不明土地を円滑に利用するための裁定申請マニュアル」が作成され、下記

国土交通省 HP に掲載（掲載箇所は別紙８参照）。 
    （掲載箇所の URL） 
     https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000099.html 
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相談概要 対応概要

法定相続人の１人が所有者不明となっているが、こういった土地を購
入する方法はないか。R5.4.1より施行される改正民法に共有制度の見
直しが含まれているが、方法を知りたい。

民法改正による共有制度の見直し概要を説明するとともに、解決策として
以下の方法を提案。
・事業認定を取得し、収用裁決を得て土地を取得
・不在者財産管理人の選任により解決を図る

表題部のみ登記されている土地の買収方法について

解決策として以下の方法を提案
・事業認定を取得し、収用裁決を得て土地を取得
・不在者財産管理人の選任により解決を図る
　市町村が財産管理人制度を利用する場合、予納金等の予算措置が必要。
・法務局が実施する「表題部所有者不明土地解消作業」を活用し、所有者
を特定させる

隣接地の所有者が相続放棄を行っており、境界を確認する者がいない
場合の対応方法について

解決策として以下の方法を提案
・事業認定を取得し、収用裁決を得て土地を取得
・相続財産管理人を選任し、隣接者として立会を行ってもらう
　（ただし、隣接地との境界確認のために起業者が管理人選任の利害関係
人となれるか等確認が必要。）

取得予定地の名義人が失踪しており、住民票が除票となっている場合
の処理方法

下記内容を助言。
・住民票除票の本籍地から戸籍を確認し、失踪宣告されているか確認。
・されている場合は、死亡したものとみなされるので、法定相続人と補償
協議を行う。
・されていない場合は、親族に失踪宣告申し立ての協力依頼。
・失踪宣告申し立てを拒絶される場合は、不在者財産管理人の手続によ
る。なお、R5.4.1より所有者不明土地管理制度を利用し、特定の土地の
みに特化して管理人を選任する手法があることも情報提供。

相続人が土地を国庫に帰属させることはできるか。
R5.4.27から国庫帰属制度が始まるが、境界未確定の土地は帰属できない
ことを説明。

 四国地区土地政策推進連携協議会　よろず相談会での相談事例

　相談事例について紹介します。（なお、個別の事情によって対応が変わる可能性もありますので、対応概要については参考程度とし
てください。）

○特別案件処理に関すること（相続財産管理人、不在者財産管理人、多数相続など）

別紙６

-
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相談概要 対応概要

所有者不明土地の取扱いについて、他の市町村の取組状況を知りた
い。

長期相続登記未了土地で相続関係図を法務局へ備え付ける制度は利用され
ている。（相関図を付記登記として備え付ける制度であり、利害関係人は
閲覧、謄本がもらえる制度）

地域福利増進事業について、他の市町村の取組状況を知りたい。 令和３年度までの活用事例は全国で１件のみ。

法人登記簿はあるが、実態がない法人を買収する方法
承継法人の調査や清算人の選任など、法務局と相談しながら進めていくこ
とを助言。

筆界を特定する方法について 地籍調査の場合、筆界特定制度の申請が可能と助言。

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000099.html

　　また、四国地方整備局用地部においても、協議会活動に関する資料を随時掲載しています。

https://www.skr.mlit.go.jp/youti/tochiseisaku/index.html

○その他

　

　　国土交通省のホームページ（所有者不明土地問題に関する最近の取組について）には、所有者不明土地法や各種通知文書等が掲載されて
　いますので、業務の参考にご活用ください。

お役立ち情報

-
2
2
-



今後の見直し予定（地方分権提案への対応） 内閣府資料より

-
2
3
-
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今後の見直し予定（地方分権提案への対応） 内閣府資料より

-
2
4
-
















